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（１）経営事項審査制度について 

経営事項審査制度とは、決算期末における建設業者の経営状況、経営規模、技術

的能力等の客観的事項について行われる企業評価制度であり、昭和３６年の建設業

法の改正により法制化されたものです（建設業法第２７条の２３）。 

経営状況分析については、国土交通大臣の登録を受けた登録経営状況分析機関に

おいて審査されます。また、経営規模等については、沖縄県土木建築部で審査を行

っています。 

（２）公共工事と経営事項審査の関係について 

一定の公共性のある施設または工作物に関する建設工事を発注者から直接請け負

うことを希望する建設業者は、経営事項審査を受けておく必要があります（建設業

法施行令第２７条の１３、建設業法施行規則第１８条）。 

また、経営事項審査の結果通知書には有効期間があり（審査基準日より１年７ヶ

月間）、有効期間を切らさないように毎年審査を受け、結果通知書を更新していく

必要があります。 

（３）建設業者と経営事項審査の関係について 

建設業者と経営事項審査、入札参加資格審査の関係を図示すると次のようになり

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

【総合評定値の算出方法】 

 総合評定値（Ｐ）＝０．２５(Ｘ1)＋０．１５(Ｘ2)＋０．２(Ｙ)＋０．２５(Ｚ)＋０．１

５(Ｗ) 

注）なお、Ｘ１、Ｘ２、Ｙ、Ｚ、Ｗについては別途算出法が指定されているため、単純に 

実数値を算入しても総合評定値を算出することはできません。 

１ 経営事項審査とは 

 

建設業を営む者 

 

＜経営事項審査＞ 

（建設業許可行政庁に申請） 

総合評定値（Ｐ点） 

Ｘ１：経営規模（完成工事高） 

Ｘ２：経営規模（自己資本額等） 

Ｙ ：経営状況 

Ｚ ：技術力 

Ｗ ：その他（社会性等） 

＜入札参加資格審査＞ 

（発注者に申請） 

 

 
＋ 

発注者別評価点（主観点） 

// 

総合点数 

※格付の根拠として活用 

 

客観点（＝Ｐ点） 

 

 

許可を受けない者 

 

建設業の許可を受けた者 

 公共工事への入札参加を希望する者 

 

入札参加を希望しない者 
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（４）経営事項審査の有効期間について 

経営事項審査の有効期間（審査基準日より１年７ヶ月）が切れていると、公共工

事を請け負うことができません。従って、毎年、経営事項審査を受ける必要があ

ります。 

下の例は、６月決算の会社で２年目の経審申請が２ヶ月遅れた場合です。 

 

例． 

審査基準日＝決算日     （Ｒ6．６月決算） 

↓４ヶ月以内 

年度報告・経営状況分析申請( 〃 10月） 

↓１ヶ月以内 

経審申請            （ 〃  11月） ←遅延なし 

      ↓２ヶ月以内 

結果通知            （Ｒ7．１月） 

       ↓   

審査基準日＝決算日  （ 〃 ６月決算） 

↓４ヶ月以内 

年度報告・経営状況分析申請（Ｒ7．12月） 

↓１ヶ月以内 

経審申請          （Ｒ8.  1月） ←２カ月遅れ  

↓２ヶ月以内        

結果通知      （  〃 ３月） 

 

この場合、２年目の経審申請がＲ8.1 月となったため、結果通知書の発行が 3 月とな

り、公共工事を請け負うことのできない期間（Ｒ8.2月）が生じた例です。 

  ※公共工事を請け負うためには、単に経営事項審査の申請を行うだけではなく、 

  結果の通知を受けていなければなりません。結果通知書が届くまでの時間的余 

  裕を十分見込んだ上で、早めに申請してください。 

 

（５）経営事項審査申請手続について 

最初に、登録経営状況分析機関で経営状況（Ｙ）の審査を受けて、経営状況分析

結果通知書の交付を受けてください。その後、経営規模等評価申請書・総合評定値

請求書を提出することになります。提出先は、所轄の土木事務所になります。 

申請の際、事前予約が必要な窓口もありますので、申請書提出先へお問い合わせ

ください。 

※経営状況分析の申請手続きについては、登録経営状況分析機関へお問い合わせく

ださい（５ページ参照）。 

 

前回の 

有効期間 

R6.６～R8.１ 

 

 

有効期間切れ 

（請負が出来ない期間） 

R8.2 

申請期間 

 

結果通知書を受け取って

後の残りの有効期間 
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（６）経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書の発行について 

申請書を受理してから６０日以内に結果通知書を簡易書留郵便にて発送しま

す。申請後２ヶ月経っても結果通知書が送付されてこない場合は、沖縄県技術・

建設業課（℡０９８－８６６－２３７４）まで問い合わせください。 

※受付後に順番に審査を行い、確認・追加資料の提出等が必要であれば担当者から御

連絡させていただきます。 

※時間的余裕を十分見込んだ上で、早めに申請してください。期間の短縮には一切応

じられませんので、予めご了承ください。 

（７）結果通知書の重要性について 

結果通知書の再発行はできませんので、大切に保管してください。 

※万一、結果通知書を紛失した場合は、経営規模等評価結果通知書・総合評定

値通知書証明願を手数料（県証紙４００円）と一緒に技術・建設業課に提出

してください。原本証明を交付します。 

（８）経営規模等評価申請及び総合評定値請求の手数料について 

①経営規模等評価の申請と総合評定値の請求を同時に行う場合 

８，５００円＋受審１業種につき２，５００円を乗じた額を加算した額 

例：２業種の申請・請求を行う場合 

８，５００円＋２，５００円×２業種＝１３，５００円 

②経営規模等評価の申請のみを行う場合 

８，１００円＋受審１業種につき２，３００円を乗じた額を加算した額 

例：２業種の申請を行う場合 

８，１００円＋２，３００円×２業種＝１２，７００円 

③総合評定値の請求のみを行う場合 

４００円＋受審１業種につき２００円を乗じた額を加算した額 

例：２業種の請求を行う場合 

４００円＋２００円×２業種＝８００円 

④手数料は、県証紙を審査手数料証紙貼付書に貼り付けて納付してください。 

（R2.4.1からの都道府県経由事務の廃止により、大臣許可業者の申請は受け付け

ておりません。） 

（９）経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書の閲覧について 

ホームページ（アドレス http://www.ciic.or.jp ）にて全国の業者の結果通知書
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を閲覧することができるほか、各土木事務所にて所轄の業者の結果通知書を閲覧

することができます。 

（10）再審査申請について 

経営事項審査の結果について異議がある場合は、通知書を受け取ってから３０

日以内に、経営規模等評価再審査申立書（様式第二十五号の十一）を提出してく

ださい。なお、経営事項審査は県の担当者と直接面談により行い、双方納得の上

で審査を行っているため、再審査は単なる電算処理上のミスによる修正以外は

応じていません（申請者側の申請誤りによるものは再審査の対象とはなりませ

ん）。当初資料がなく、後から追加するといったことは認められません。申請に

あたっては、書類に不足がないかしっかり確認してください。 

◇◆提出書類に虚偽の記載をして提出すると罰せられます◆◇ 

建設業法（昭和２４年法律第１００号）第５０条第１項第４号の規定に基づき、６

月以下の懲役又は１００万円以下の罰金が科せられます。 

 

（11）経営事項審査申請手続きの流れ 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）経営状況分析を受ける前に、年度報告（決算変更届）を県に提出しておく必要が 

あります 

 

 

許可行政庁登録機関 

経営規模等の評価 

・経営規模（X）・技術力（Ｚ） 

・その他の審査項目（Ｗ） 

総合評定値の算出（Ｐ） 

建 設 業 者 
 

①経営状況分析 

申請 

 

登録機関 

 経営状況分析（Ｙ） 

②経営分析結果

通知書 

 

③経営規模等評価申請 

③’総合評定値通知請求 

（②原本を添付） 

④経営規模等評価結果通知 

④’総合評定値通知 
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【登録経営状況分析機関一覧（令和７年１月現在）】 

登録

番号 
機関の名称 事務所の所在地 電話番号 

１ (一財)建設業情報管理センター 

(本部) 

 

（西日本支部） 

 

 

東京都中央区築地 2-11-24 

 

大阪府大阪市中央区上町 A

番 12号 上町ｾｲﾜﾋﾞﾙ９階 

 

03-6661-6663 

 

06-6767-2801 

２ (株)マネージメント・データ・リサーチ 熊本県熊本市中央区京町 

2丁目 2－37 

096-278-8330 

４ ワイズ公共データシステム(株) 長野県長野市田町 2120-1 026-232-1145 

５ (株)九州経営情報分析センター 長崎県長崎市今博多町 22 095-811-1477 

７ (株)北海道経営情報センター 北海道札幌市白石区東札幌

一条 4-8-1 

011-820-6111 

８ (株)ネットコア 栃木県宇都宮市鶴田町 2-5-

24 

028-649-0111 

９ (株)経営状況分析センター 東京都大田区大森西 3-31-8 03-6665-1008 

10 経営状況分析センター 

西日本(株) 

山口県宇部市北琴芝 1-6-10 0836-38-3781 

11 (株)ＮＫＢ 福岡県北九州市小倉北区重

住 3－2－12 

093-982-3800 

22 (株)建設業経営情報分析センター 東京都立川市柴崎町 2-17-6 042-505-7533 
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２．経営規模等評価申請書の記入例

　（１）経営規模等評価申請書記入例

様式第二十五号の十四（第十九条の七、第二十条、第二十一条の二関係）

建設業法第27条の26第２項の規定により、経営規模等評価の申請をします。
建設業法第27条の28の規定により、経営規模等評価の再審査の申立をします。
建設業法第27条の29第１項の規定により、総合評定値の請求をします。

この申請書及び添付書類の記載事項は、事実に相違ありません。

〒９００－８５７０
沖縄県那覇市泉崎１－２－２
県　庁　組　（株）

申請者

行政庁側記入欄 土木事務所コード 整理番号

許可年月日

許可年月日

資本金額又は出資総額 法人番号

1.法人
2.個人

1.一般 ）
2.特定

14 15

9 9 9

20 25

9 9 90 （千円） 9 9 9 9

25

1

15 20

総 合 評 定 値 請 求 書
経営規模等評価再審査申立書

20

ガしゆ

20

タ 鋼 筋

（

3015

具塗

3

3

3

5

99 9

機舗 板管

5

経 営 規 模 等 評 価 等
対 象 建 設 業

１ ６

10

電 水 消 清絶 通 園 井防 内

5 10 15

土 大建 左 と 石 屋

25 30

1 1 1

3 8 4

許 可 を 受 け て い る
建 設 業

１ ５ 2 2

－ 28 5 電 話 番 号7 0 0 9 8 6 6郵 便 番 号 １ ４ 9 0 0 － － 8

10

23 25 30 35 40

－ 2 － 2

10 15 20

主たる営業所の所在地 １ ３ 泉 崎 1

5

3 5

7

3

2 0
主たる営業所の所在地
市 区 町 村 コ ー ド

１ ２ 4 1

申 請 時 の
許 可 番 号

前 回 の 申 請 時 の
許 可 番 号

審 査 基 準 日

商 号 又 は 名 称

代表者又は個人の氏名
の フ リ ガ ナ

代 表 者 又 は
個 人 の 氏 名

法 人 又 は 個 人 の 別

処 理 の 区 分

商 号 又 は 名 称
の フ リ ガ ナ

申 請 等 の 区 分

太 郎１ １ 県 庁

3 5 10

タ ロ ウケ ン チ ョ ウ１ ０

3 5 10 15 20

組 （

23 25 30 35 40

20

０ ９ 県

3

）株

23 25 30 35

155 10

40

3 5 10 15 20

ケ０ ８

０ 9 9 90 0

0 6

5

月 3

4 5

０ ６ 0

3

,

10

７

０ ４

0

3

令和

3 5

1

3

（
般

知事

年 2 1 日

０ ５ 1

知事
国土交通大臣

日年 月許可
大臣

コード

10

7
国土交通大臣

沖縄県知事
許可 0－

11 15

3 5 10 11 15

月 1令和

日 年 月 日 －

0 日4 年 0 509 9 9 9 9（
般
特

号

5

申 請 年 月 日

159 20

年 月

2 8

項 番

沖縄県知事

地方整備局長
北海道開発局長

殿

２ ０ ０ ０

3 5 10

請求年月日

　代表取締役　　　県　庁　　太　郎　　　　　　　　　

4

（用紙Ａ４）

令和　７　年　４　月　１　日

3

令和 令和

１

経 営 規 模 等 評 価 申 請 書

０ ２

０ ３

大臣
知事

０

ウ

1

１

コード

グ ミ

庁

ン チ ョ

（ ） 05
, ,

－

解

特
）第 号 平成

）第

申請者以外の者が申請書や財務諸表を作成した場合は、申請書の
上部に併記すること。また、作成権限に係る委任状を添付すること。

「行政庁側記入欄」

には記入しない。

許可が複数あれば、そのうち最も
古いものについて記入すること。

申請時の許可番号が、前回と
異なる場合のみ（法人成り、合併等）記入する。

項番６の右欄は、通常の場合は空欄とし、
合併等特殊事例の場合に該当コードを記入 申請者が個人の場合には記入しないこと。

法人である場合は必ず記入

フリガナ欄の濁音、半濁音を表す
文字については１文字として扱う。なお、
フリガナには、"・"は使用しないこと。

フリガナ欄に法人の種類を表す

文字については記入しない。

姓と名の間に
１カラム空ける。

「丁目」「番」「号」については－（ハイフン）を用いる。

市町村名は記入しない。

申請時点で許可を受けている建設業が一般

建設業の場合は「１」を特定建設業の場合

は「２」を記入する。審査を受けようとする建設業のカラムに「９」を記入する。

法人の種類を表す文字は略号を使用。括弧は１カラムを使用
株式会社→（株）、有限会社→（有）など

「市町村コード及び管轄の土木事務所一覧表」参照

２．経営規模等評価申請書の記入例

申請日の直近の審査
基準日
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審査対象

1.基準決算
2.２期平均

経営状況分析を受けた機関の名称

○○○登録経営状況分析センター

工事種類別完成工事高、工事種類別元請完成工事高については別紙一による。
技術職員名簿については別紙二による。
その他の審査項目（社会性等）については別紙三による。

経営規模等評価の再審査の申立を行う者については、次に記載すること。

連絡先

所属等 営業第１課 沖縄　二郎 ０９８－８６６－２３８４

ファックス番号 ０９８－８６６－２３９９

※各カラムに金額・数値等を記入した根拠について、確認できる資料を全て提出してください。

営 業 利 益

（千円）

3 5 10

,
7

,

審 査 対 象 事 業 年 度

0

2
,

4

2技 術 職 員 数 ９

利 益 額
（ ２ 期 平 均 ）

１

’

3 5

’

審査対象事業年度の前審査対象事業年度

5 0

’ ’

2 3(千円)
減 価 償 却
実 施 額

6 0 0 93

1

5

’ ’

5

(千円)2 0

’

再　　審　　査　　を　　求　　め　　る　　理　　由

審　　査　　結　　果　　の　　通　　知　　番　　号 審　　査　　結　　果　　の　　通　　知　　の　　年　　月　　日

平成　　　年　　　月　　　日

0

10

04 )（千円） 2 (

9 6
= 営業利益+減価償却実施額
利益額（利払前税引前償却前利益）

0

’

’

2 3
,

1基 準 決 算

3 (千円)(千円) 営 業 利 益 9 8

減 価 償 却
実 施 額

’

’’ ’ ’

5

,
1 0

135

(千円)

項 番

’ ’

’ ’

3

２ ０

１ ８

,

氏名

1 0

3

0 0 0

第　　　　　　　　号

再　　審　　査　　を　　求　　め　　る　　事　　項

登 録 経 営 状 況
分 析 機 関 番 号

電話番号

5 0 0
直 前 の

審査基準日
1 3 8

1 1 0 (千円)0自 己 資 本 額 １ ７
,

（人）

5

「自己資本額」を「２期平均」で申請する。
場合は、表内のカラムに２期分の自己
資本額を記入する。千円未満は切り捨て

別紙二「技術職員名簿」に記載された技術職員の合計数を記入

利益額の2期平均を記入
千円未満は切り捨て

千円単位で右詰めで記入し、
空位のカラムは空白でよい。

経営状況分析を受けた登録経営状況分析機関の登録番号を記入する。
空位のカラムには「０」を記入する。

再審査の申請の場合のみ記入する。
通常の申請の場合は記入しない。

この申請書又は添付書類を作成した者、その他この申請の内容に係る質問に応答できる者の氏名、電話番号等を記入すること。
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（２）経営規模等評価申請書作成上の注意 

０ ４「審査基準日」の欄は、審査の申請をしようとする日の直前の事業年度の終了の日（別

表の分類のいずれかに該当する場合で直前の事業年度の終了の日以外の日を審査基準日と

して定めるときは、その日）を記入し、例えば審査基準日が令和７年３月 31 日であれば、 

０ ７年０ ３月３ １日のように、カラムに数字を記入するに当たって空位のカラムに「０」

を記入すること。 

※審査の申請をしようとする日の直前の事業年度の終了の日 

（例：R8.1.23 に申請する場合、R7.8.31基準日は可、R6.8.31基準日は不可） 

０ ５「申請等の区分」の欄は、次の表の分類に従い該当するコードを記入すること。 

 コード        申請等の種類 

  １  経営規模等評価の申請及び総合評定値の請求 

  ２  経営規模等評価の申請 

  ３  総合評定値の請求 

  ４  経営規模等評価の再審査の申立及び総合評定値の請求 

  ５  経営規模等評価の再審査の申立 

 

０ ６「処理の区分」の欄の左欄は次の表の分類に従い該当するコードを記入すること。 

 

コード 処 理 の 種 類 

 ００ 

 

 

 １２ヶ月ごとに決算を完結した場合 

（例）令和６年４月１日から令和７年３月３１日までの事業年度について

申請する場合 

 ０１ 

 

 

 ６ヶ月ごとに決算を完結した場合 

（例）令和６年１０月１日から令和７年３月３１日までの事業年度につい

て申請する場合 

 ０２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 商業登記法（昭和３８年法律第１２５号）の規定に基づく組織変更の登

記後最初の事業年度その他１２か月に満たない期間で終了した事業年度に

ついて申請する場合 

（例１）合名会社から株式会社への組織変更に伴い令和６年１０月１日に

当該組織変更の登記を行った場合で令和７年３月３１日に終了した事業年

度について申請するとき 

（例２）申請に係る事業年度の直前の事業年度が令和６年３月３１日に終

了した場合で事業年度の変更により令和６年１２月３１日に終了した事業

年度について申請するとき 

 ０３ 

 

 

 営業を承継しない会社の設立後最初の事業年度について申請する場合（

例）令和６年１０月１日に会社を新たに設立した場合で令和７年３月３１

日に終了した最初の事業年度について申請するとき 

 ０４ 

 

 

 

 

 営業を承継しない会社の設立後最初の事業年度の終了の日より前の日に

申請する場合 

 （例）令和６年１０月１日に会社を新たに設立した場合で最初の事 

  業年度の終了の日（令和７年３月３１日）より前の日（令和６年１１

月１日）に申請するとき 
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 また、「処理の区分」の右欄は、次の別表の分類のいずれかに該当する場合は、同表の

分類に従い、該当するコードを記入すること。 

 

（別 表） 

コード 処 理 の 種 類 

 １０ 

 

申請者について会社の合併が行われた場合で合併後最初の事業年度の

終了の日を審査基準日として申請するとき 

 １１ 

 

申請者について会社の合併が行われた場合で合併期日又は合併登記の

日を審査基準日として申請するとき 

 １２ 

 

申請者について建設業に係る事業の譲渡が行われた場合で譲渡後最初

の事業年度の終了の日を審査基準日として申請するとき 

 １３ 

 

 

申請者について建設業に係る事業の譲渡が行われた場合で譲受人であ

る法人の設立登記日又は事業の譲渡により新たな経営実態が備わった

と認められる日を審査基準日として申請するとき 

 １４ 

 

 

 

 

 

 

 

申請者について会社更生手続開始の申立て、民事再生手続開始の申立

て又は特定調停手続開始の申立てが行われた場合で会社更生手続開始

決定日、会社更生計画認可日、会社更生手続開始決定日から会社更生

計画認可日までの間に決算日が到来した場合の当該決算日、民事再生

手続開始決定日、民事再生手続開始決定日から民事再生計画認可日ま

での間に決算日が到来した場合の当該決算日又は特定調停手続開始申

立日から調停条項受諾日までの間に決算日が到来した場合の当該決算

日を審査基準日として申請するとき 

 １５ 

 

申請者が、国土交通大臣の定めるところにより、外国建設業者の属す

る企業集団に属するものとして認定を受けて申請する場合 

 １６ 

 

 

申請者が、国土交通大臣の定めるところにより、その属する企業集団

を構成する建設業者の相互の機能分担が相当程度なされているものと

して認定を受けて申請する場合 

 １７ 

 

 

申請者が、国土交通大臣の定めるところにより、建設業者である子会

社の発行済株式の全てを保有する親会社と当該子会社からなる企業集

団に属するものとして認定を受けて申請する場合 

 １８ 

 

申請者について会社分割が行われた場合で分割後最初の事業年度の終

了の日を審査基準日として申請するとき  

 １９ 

 

申請者について会社分割が行われた場合で分割期日又は分割登記の日

を審査基準日として申請するとき  

 ２０ 

 

申請者について事業を承継しない会社の設立後最初の事業年度の終了

の日より前の日に申請する場合  

 ２１ 

 

申請者が、国土交通大臣の定めるところにより、一定の企業集団に属

する建設業者（連結子会社）として認定を受けて申請する場合 

 ２２ 

 

申請者が、国土交通大臣の定めるところにより、その外国にある子会

社について認定を受けて申請する場合 

 

 ０ ７「資本金額又は出資総額」の欄は、申請者が法人の場合にのみ記入し、株式会社にあ

っては資本金額を、それ以外の法人にあっては出資総額を記入し、申請者が個人の場合には

記入しないこと。「法人番号」の欄は、申請者が法人であって法人番号の指定を受けたもの

である場合にのみ当該法人番号を記入すること。 
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０ ８ 「商号又は名称のフリガナ」の欄は、カタカナで記入し、その際、濁音又は 

 半濁音を表す文字については、例えばギ又は パのように１文字として扱う。なお、   

株式会社等法人の種類を表す略文字や”・”について、フリガナは記入しないこと。 

ケ  ン  チ  ョ  ウ  グ  ミ       

           ↑                       ↑ 

  （株）や（有）のフリガナは       濁音又は半濁音を表す文字は 

   記入しない                   １文字として記入する 

 

 ０ ９「商号又は名称」の欄は、法人の種類を表す文字については次の表の略号を用いて、

記入すること。 

    （例 （ 株 ） 県 庁 組 ―  

        県 庁 組 （ 有 ）   ） 

 

種 類 略 号  

 

 

 

種 類 略 号  

 

 

種 類 略 号  

 

 
株式会社 （株） 合資会社 （資） 協同組合 （同） 

特例有限会社 （有） 合名会社 （名） 協業組合 （業） 

企業組合 （企） 合同会社 (合)  

 

 

１ ０ 「代表者又は個人の氏名のフリガナ」及び１ １ 「代表者名又は個人の氏名」の欄

は、姓と名の間に１カラム空けて記入すること。 

        ケ ン チ ョ ウ    タ ロ ウ       

        県 庁   太 郎    タ ロ ウ  

 

１ ２  市町村コード表から該当するコードを記入すること。 

                      市町村コード表 

 市町村名  コード  市町村名  コード  市町村名  コード 

那覇市 

宜野湾市 

石垣市 

浦添市 

名護市 

糸満市 

沖縄市 

豊見城市 

うるま市 

宮古島市 

南城市 

国頭村 

大宜味村 

東村 

47201 

47205 

47207 

47208 

47209 

47210 

47211 

47212 

47213 

47214 

47215 

47301 

47302 

47303 

今帰仁村 

本部町 

恩納村 

宜野座村 

金武町 

伊江村 

読谷村 

嘉手納町 

北谷町 

北中城村 

中城村 

西原町 

与那原町 

南風原町 

47306 

47308 

47311 

47313 

47314 

47315 

47324 

47325 

47326 

47327 

47328 

47329 

47348 

47350 

渡嘉敷村 

座間味村 

粟国村 

渡名喜村 

南大東村 

北大東村 

伊平屋村 

伊是名村 

久米島町 

八重瀬町 

多良間村 

竹富町 

与那国村 

 

47353 

47354 

47355 

47356 

47357 

47358 

47359 

47360 

47361 

47362 

47375 

47381 

47382 
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１ ３ 「主たる営業所の所在地」の欄には、市区町村に続く町名、街区符号及び住居番号等

を、「丁目」、「番」及び「号」については－（ハイフン）を用いて記入すること。 

泉  崎  １  －  ２  －  ２   

 

                   ハイフンを用いる 

 

１ ４ 「電話番号」の欄は、市外局番、局番及び番号をそれぞれ－（ハイフン）で区切

り、例えば０ ９ ８ － ８ ６ ６ － ２ ３ ８ ４  のように記入すること。 

 

１ ５ 「許可を受けている建設業」の欄は、申請時点で許可を受けている全ての業種を記入

する。建設業が一般建設業の場合は「１」を、特定建設業の場合は「２」を記入すること。 

 

１ ６ 「経営規模等評価等対象建設業」の欄は、経営規模等評価等を申請する建設業（総合

評定値の請求のみを行う場合にあっては、経営規模等評価の結果の通知を受けた建設業）に

ついて「９」を記入すること。審査基準日に許可のない業種についても、申請しようとする

時点で許可があれば、完成工事高が０でもその業種は申請可能。なお後述の項番３２と関連

する項目であり、申請数に注意すること。 

 

      土  建  大 左 と 石 屋 電 

２  ２      １      １ … … … … … 
 

９  ９             … … … … … 

             

１ ７ 「自己資本額」の欄は、千円未満の端数を切り捨てて表示すること。なお、２期平

均の自己資本額を記入した場合は、表内のカラムに基準決算における自己資本の額及び直

前の審査基準日の決算における自己資本の額をそれぞれ記入すること。 

    １  ２  ３  ４  ０  ０ （千円） ２ （１．基準決算２．２期平均  ） 

 

１ ８ 「利益額（２期平均）」の欄は、審査対象事業年度における利益額及び審査対象事

業年度の前審査対象事業年度の利益額の平均の額を記入すること。また、表内のカラムに

審査対象事業年度及び審査対象事業年度の前審査対象事業年度における営業利益の額及び

減価償却実施額をそれぞれ記入すること。記入すべき金額は、千円未満の端数を切り捨て

て表示すること。経営状況分析結果通知書に参考値として営業利益及び減価償却実施額が

記載されている場合は、参考値と一致すること。 

【決算期変更があった場合】 

 経営状況分析結果通知書の※前期の「減価償却実施額」・「営業利益」が異なる場合があ

るため、申請者において換算処理を行い、記入してください。また、換算方法も任意様式を

添付するか、申請書の余白に記載する等内容が分かるようにし、前回の経営状況分析結果通

知書（写）も併せて提出してください。 

 前回の経営状況分析結果通知書がない場合は、年度報告様式第一六号損益計算書 

（写）、または計算の根拠となる税務申告書（写）を提出してください。 
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例） 

●審査基準日  令和６年 12月 31日 （6ヶ月）     

 前回基準日  令和６年６月 30日 

 前々回基準日 令和５年６月 30日 

●営業利益（様式第一六号損益計算書より） 

 審査基準日  1,000 千円 

 前回基準日  2,000 千円 

 前々回基準日 3,000 千円 

換算方法 

 審査対象事業年度 

①1,000千円 ＋ ②2,000千円×６ヶ月／１２＝2,000 千円 

 前年度対象年度 

②2,000千円×６ヶ月／１２ + ③3,000千円×６ヶ月／１２＝2,500 千円 

 減価償却費も同じ計算になります。 

 年度報告の損益計算書の減価償却費で換算できる場合はその値を用い、年度報告の値から

換算できない場合は、税務申告書類から換算することになります。 

 

※前期の数字が異なる場合（分析センターHPより抜粋） 

例）今期が９ヶ月の場合 

■経営状況分析の換算方法■ 

今期は前期から「12分の３」受け取り、前期は「12分の 12」のまま変更なし。 

■経営事項審査の換算方法■ 

今期は前期から「12分の 3」受け取り、前期は「12分の９」となり前々期から「12分の３」

受け取る。 

 

 

１ ９「技術職員数」の欄は、別紙二で記入した技術職員の人数の合計を記入すること。 
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申請者 各土木事務所 技術・建設業課

1
年度報告

提出時

　年度報告を提出の際、様式第２号工事経歴書の

確認書類として、各土木事務所担当に請負代金上

位３件の契約書（写）、又は「注文書及び請書」

（写）を持参してください。

　各土木事務所で工事経歴書の内容を

確認し、申請者が持参した請負代金上

位３件の工事に対する契約書（写）等

をチェックし、不備がなければ、控え

の工事経歴書に収受印を押します。

※年度報告時に必要な書類が確認でき

なければ、控えの工事経歴書に各土木

事務所の収受印は押印しません。

※工事経歴書の内容に不備がある場合

も控えの工事経歴書に収受印は押印し

ません。

2
経審

一次審査

　経審申請時には、各土木事務所の収受印が押印

された工事経歴書（写）と年度報告でチェック済

の請負代金上位３件の契約書（写）等を提出して

ください。

　各土木事務所の収受印が押印された

工事経歴書と確認済の上位３件の請負

契約書（写）等の提出があるか確認し

ます。

3
経審

二次審査

　技術・建設業課から問い合わせがあった場合

は、対応お願いします。

　経審の技術・建設業課での

二次審査については、提出さ

れた工事経歴書と契約書等の

照合を行い、不備等があれ

ば、申請者に直接連絡をしま

す。

〇経審の一次審査の効率化のために行っていますので、不備等はできるだけ年度報告提出時に解決するようにしてください。

２．年度報告提出時における必要書類

　正本１部、副本1部、控1部、消費税納税証明書、工事経歴書記載の上位３件の請負契約書（写）

１．確認手順

（３）経営事項審査に係る完成工事高の確認方法について

正本 副本 控え
業種毎の上位
３件の請負
契約書等（写）

各土木事務所でチェックし、
返却しますので、
経営事項審査受審時に
添付してください。

・確定申告書と消費税納税証明書（その１）の確認後、
直３（様式第３号）に「経営事項審査提出用」スタンプを押印します。

・工事経歴書・契約書（写）等の確認後、不備がなければ、控えの
工事経歴書（様式第２号）に各土木事務所の収受印を押印します。

【提示書類】
・建設業許可申請書（写）
・前期分の事業年度報告書（控え）
・法人税確定申告書一式
又は個人税確定申告書一式

・消費税の確定申告書一式

消費税納税
証明書
（その１）
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４．JV、進行基準の場合の工事経歴書記載例及び契約書等の編纂方法について

工事 （　税込　・　税抜　）

主任技術者

沖縄県 元請 JV R3年〇〇橋橋梁工事 泉崎一郎
30％

(150,000)
300,000

千円 千円 令和 1 年 12 月 令和 3 年 1 月

　 完成又は
　 完成予定年月

監理技術者

配 置 技 術 者

那覇市 レ

氏　名
 主任技術者又は監理技術者
 の別（該当箇所にﾚ印を記載）

 うち、
 　･PC
 　･法面処理
 　･鋼橋上部

着 工 年 月

３．経営事項審査提出時の工事経歴書と上位３件の契約書の編纂方法について

工　事　経　歴　書

（建設工事の種類） 土木一式

注　文　者

元請
又は
下請
の別

JV
の
別

工　　事　　名
 工事現場のある
 都道府県及び
 市区町村名

請 負 代 金 の 額 工　　期

工期がまたがる場合は、全体の契約額
を下部に記載し、当期に計上する額は
括弧書きにしてください。

共同企業体（JV）として行った工事に
ついては、JVの別にJVと記載し、施工
割合（％）を記載してください。

例３）ＪＶの場合

本契約の後ろにＪＶ協定書（工事名及び出資比率が
確認できるもの）を添付してください。

土木 1
○○千円

土木１－Jｖ

本契約

JV協定書

例４）請負代金上位３件の中に進行基準による完成工事高が
含まれている場合（工期が２期以上にまたがる場合）

前期以前に当該工事の完成工事高を計上した場合
当期の工事経歴書の後ろに、計上された前期以前の
工事経歴書を添付してください。

工期がまたがる場合は、契約書の右上に当期に計上
する金額（税抜）を記載し、括弧書きで契約全体額

（税抜）を記載して下さい。
土木一式工事経歴書

（当期）

土木一式工事経歴書
（前期）

土木 1
今期○○千円

全体（○○千円）

土木 2
○○千円

土木３
○○千円

土木一式
工事経歴書

土木 1
○○千円

土木 2
○○千円

土木 3
○○千円

とび工事経歴書

とび1
○○千円

とび2
○○千円

とび3
○○千円

例１）土木一式ととび土工を受審する
場合の編纂方法

工事経歴書の後ろに請負代金上位１～３件の
契約書（写）等を添付し、業種ごとに繰り返して
編纂してください。

契約書写しの右上には業種、上位何番目、
請負金額（税抜）を記載してください。
※免税業者の場合は、税込みで構いません。

例２）変更契約がある場合

本契約書の右上に当初の請負契約額（税抜き）を
記載し、括弧書きで変更契約後の最終金額も記載し
てください。

本契約の後ろに変更契約書を添付してください。
変更契約には枝番を記載し、増減＋－と税抜きの
変更請負額を記入して下さい。

土木 1
当初○○千円

最終（○○千円）

土木１－１
＋○○千円

土木１－２
－○○千円

土木１－３

本契約
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別紙一

1.2年平均
2.3年平均

（千円） （千円） （千円） （千円）

とびから
振替あり

3 5

3 5

※「直前３年の各事業年度における工事施工金額」の数値と一致させること。

（４）工事種類別完成工事高・工事種類別元請完成工事高記入例

（用紙Ａ４）

２ ０ ０ ０ ２

工 事 種 類 別 完 成 工 事 高
工 事 種 類 別 元 請 完 成 工 事 高

審査対象事業年度の前審査対象事業年度又は
前審査対象事業年度及び前々審査対象事業年度

審査対象事業年度 計算基準の区分

項 番 3 5 7 9 10 11 13 15 17 19

３ １ 自 0 5 年 0 1 月 至 0 6 年 1 2 月 自 0 1 2 月7 年 0 1 月 至 2 （ ）

審 査 対 象 事 業 年 度 の
前 審 査 対 象 事 業 年 度

06年 １月～06年 12月

審 査 対 象 事 業 年 度 の
前々審査対象事業年度

05年 １月～05年 12月

0 7 年

業 種
コ ー ド

完 成 工 事 高（千円） 元 請 完 成 工 事 高（千円） 完 成 工 事 高（千円） 元 請 完 成 工 事 高（千円）

3 5 6 10 15 16 20 25 26 30 35 36 40 45

３ ２ 0 1 0 2 3 4 0 0 2 0 0 0 0
,

3 4 5
, ,

3 0 0 0 00 0
, , , , , , , ,

工事の種類 完 成 工 事 高 計 算 表 元 請 完 成 工 事 高 計 算 表
審 査 対 象 事 業
年 度 の 前 審 査
対 象 事 業 年 度

18,000×12/12＝18,000
審 査 対 象 事 業
年 度 の 前 審 査
対 象 事 業 年 度

18,000×12/12＝18,000

,

審 査 対 象 事 業
年 度 の 前 々 審 査
対 象 事 業 年 度

28,800×12/12＝28,800
審 査 対 象 事 業
年 度 の 前 々 審 査
対 象 事 業 年 度

22,000×12/12＝22,000
土木一式　工事

3 5 6 10 15 16 20 25 26 30 35 36 40 45

３ ２ 0 1 1 1 2 0 1 2 0 3 0
, , , ,

3 0
, , , , , , , ,

工事の種類 完 成 工 事 高 計 算 表 元 請 完 成 工 事 高 計 算 表
審 査 対 象 事 業
年 度 の 前 審 査
対 象 事 業 年 度

240×12/12＝240
審 査 対 象 事 業
年 度 の 前 審 査
対 象 事 業 年 度

240×12/12＝240

ﾌﾟﾚｽﾄﾚｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ 審 査 対 象 事 業
年 度 の 前 々 審 査
対 象 事 業 年 度

0×12/12＝0
審 査 対 象 事 業
年 度 の 前 々 審 査
対 象 事 業 年 度

0×12/12＝0
構造物工事

3 5 6 10 15 16 20 25 26 30 35 36 40 45

３ ２ 0 2 0 4 5 0 0 3 0 0 0 6 7 0 0
,

4 2 0
, ,

0
, , , , , , , , ,

工事の種類 完 成 工 事 高 計 算 表 元 請 完 成 工 事 高 計 算 表
審 査 対 象 事 業
年 度 の 前 審 査
対 象 事 業 年 度

3,000×12/12＝3,000
審 査 対 象 事 業
年 度 の 前 審 査
対 象 事 業 年 度

3,000×12/12＝3,000

審 査 対 象 事 業
年 度 の 前 々 審 査
対 象 事 業 年 度

6,000×12/12＝6,000
審 査 対 象 事 業
年 度 の 前 々 審 査
対 象 事 業 年 度

3,000×12/12＝3,000
建築一式　工事

3 5 6 10 15 16 20 25 26 30 35 36 40 45

３ ２ 0 9 0 7 8 0 0 3 2 0 0 8 9 0 0
, ,

3 1
, ,

0 0
, , , , , , , ,

工事の種類 完 成 工 事 高 計 算 表 元 請 完 成 工 事 高 計 算 表
審 査 対 象 事 業
年 度 の 前 審 査
対 象 事 業 年 度

9,000×12/12＝9,000
審 査 対 象 事 業
年 度 の 前 審 査
対 象 事 業 年 度

2,000×12/12＝2,000

審 査 対 象 事 業
年 度 の 前 々 審 査
対 象 事 業 年 度

6,600×12/12＝6,600
審 査 対 象 事 業
年 度 の 前 々 審 査
対 象 事 業 年 度

4,400×12/12＝4,400
管　　工事

3 5 10 13 15 20 23 25 30 33 35 40

３ ３ その他 2 5 0 2 5 0
,

3 7 0 0
, , , , , , , , , , ,

工事の種類 完 成 工 事 高 計 算 表 元 請 完 成 工 事 高 計 算 表
審 査 対 象 事 業
年 度 の 前 審 査
対 象 事 業 年 度

280×12/12＝280
審 査 対 象 事 業
年 度 の 前 審 査
対 象 事 業 年 度

280×12/12＝280

審 査 対 象 事 業
年 度 の 前 々 審 査
対 象 事 業 年 度

220×12/12＝220
審 査 対 象 事 業
年 度 の 前 々 審 査
対 象 事 業 年 度

220×12/12＝220
その他   工事

3 5 10 13 15 20 23 25 30 33 35 40

３ ４ 合　計 3 6 45 9 5 0 5 0
,

5 0 4 7 0 3
, , , , , ,

2
, , , , ,

契約後ＶＥに係る完成工事高の評価の特例　　　（　1.　有　　2.　無　）

7 3 0 0

「審査対象事業年度」は12ヶ月
になるように記入すること。

２枚目以降の用紙

には記入しない。

右詰めで記入し、
空位のカラムを「０」で埋めること。

次ページ「工事種類
コードを記入すること

審査対象建設業以外の完成工事高について記入すること。
「０円」でも記入すること。

用紙ごとに、記載されている工事種別完成工事高について契約後VEに係る評価の特例の利用の有無を記載すること。

審査対象建設業の種類が２ページ以上に
わたる場合は、最後の用紙のみ記入すること。

完成工事高及び元請完成工事高の振替をする場合、
右余白に「○○（業種）から振替あり」と記入し、
「別記様式第1号工事種類別完成工事高付表」を添付すること。

上記の審査対象事業年度（１２ヶ月）

における完成工事高及び元請完成

工事高を記入すること。

空位のカラムは空白とすること。

内訳業種がある業種を受審する場合は必ず記入すること。

実績がない場合は「０」を記入すること。

３年平均を選択した場合、「完成工事高計算表」

「元請完成工事高計算表」の合計を２で割った

金額をカラムに記入すること。

記入すべき金額は千円未満の端数を
切り捨てて表示すること。

消費税免税事業者は、「免税事業者につき

税込」等と余白に記載すること。
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工事経歴書の記載方法等

工事経歴書の記載方法及びその関連資料については以下のHPにて記載されておりますのでご確認ください。

事業年度報告書提出要領

https://www.pref.okinawa.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/027/116/fin20210927_nendohoukokusho-shusei.pdf

別紙１の「工事種類別完成工事高・工事種類別元請完成

工事高」の完成工事高の確認のため、下記の書類と照合

します。

１.「様式第三号 直前３年の各事業年度における工事施

工金額（写）」

２.「様式第二号工事経歴書（写）」

３. 審査対象事業年度分（直１）の経審受審する全ての

業種に対する工事経歴書記載の請負代金上位３件分の

建設工事に係る「契約書（写）」又は「注文書及び請

書」（写）

４. 消費税及び地方消費税納税証明書

（その１・納税額等証明書用）

５. 確定申告書等（提示）

※上記１～５の書類については、年度報告（決算期変更届）

の提出の際に確認します。

〔その他の建設工事〕

建設業許可を要する工事は、この欄に記入出来ません。

軽微な工事のみ、記載可。

（軽微な工事）

・建築一式は,１件の請負金額が１，５００万円（税込）未満

又は延べ面積が１５０平方メートルに満たない木造住宅工事

・上記以外は、１件の請負金額が５００万円（税込）未満

（工事経歴書）

・振替を行う業種は、振替前の実績で提出

例）「とび」→「土木」に振替を行う場合は振替前の

「とび」「土木」両方の工事経歴書・上位３件の

契約書等を提出
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 （５）工事種類別完成工事高・工事種類別元請完成工事高：作成上の注意  

 

 ３ １「審査対象事業年度」の欄は、対象事業年度について、新規設立後最初の決算が

到来していない場合の入力方法は、次のとおり入力する（新規設立後、最初の決

算が到来した場合についても、審査対象事業年度の「至」に決算日が入る以外は

同じです）。 

 

 審査対象営業年度の前審査対象年度     審査対象事業年度 

 自００００  至００００         自××××  至００００ 

 

                                      成立の日又は開業の日 

                         

０を入力する。 

 

３ ２  

１ 「業種コード」について 

工事種類コード表（網掛けは内訳業種）                                           

コード 工事の種類 コード 工事の種類 コード 工事の種類

010 土 木 一 式 工 事 100
タイル・ れんが ・ ブ
ロ ッ ク 工 事

200 機械器具設置工事

011
ﾌﾟﾚｽﾄﾚｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ構
造 物 工 事

110 鋼 構 造 物 工 事 210 熱 絶 縁 工 事

020 建 築 一 式 工 事 111 鋼 橋 上 部 工 事 220 電 気 通 信 工 事

030 大 工 工 事 120 鉄 筋 工 事 230 造 園 工 事

040 左 官 工 事 130 舗 装 工 事 240 さ く 井 工 事

050
とび・ 土工・コンク
リ ー ト 工 事

140 し ゅ ん せ つ 工 事 250 建 具 工 事

051 法 面 処 理 工 事 150 板 金 工 事 260 水 道 施 設 工 事

060 石 工 事 160 ガ ラ ス 工 事 270 消 防 施 設 工 事

070 屋 根 工 事 170 塗 装 工 事 280 清 掃 施 設 工 事

080 電 気 工 事 180 防 水 工 事 290 解 体 工 事

090 管 工 事 190 内 装 仕 上 工 事

「土木一式工事」を申請する場合は、その内訳として「プレストレストコンクリート構造

物工事」を、「とび・土工・コンクリート工事」を申請する場合は、その内訳として「法

面処理工事」を、「鋼構造物工事」を申請する場合は、その内訳として「鋼橋上部工事」

を合わせて申請すること（内訳の実績が“０”でも記入が必要です。また、内訳ですので手

数料はかかりません）。また、歩道橋工事は鋼橋上部工事に含めることができます。 
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２ 建設工事とは 

 

〈建設工事について〉 

  建設工事の種類は、建設業法第２条別表において、29 業種が定められています。また、

その具体的な内容・例示については、建設省告示「建設業法第２条第１項の別表の上欄に

掲げる建設工事の内容」及び国土交通省通知「建設業許可事務ガイドラインについて」に

示されています。完成工事高の分類は、これらに基づき行ってください。誤って計上した

場合は、売り上げを完成工事高から除き、兼業売上高への訂正が必要となり、決算変更届

（年度報告）の差し替え及び経営状況分析をやり直すことになります。 

 また、完成工事高の疑義がある場合（兼業売上工事高が建設業の完成工事高に含まれて

いる等）や審査に必要な場合は、追加で契約書、注文書及び請書等を確認することがあり

ます。 

 

〈一式工事について〉 

 一式工事は総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物又は建築物を建設する工事で

あり、基本的には元請業者の立場で総合的にマネジメントする工事内容となっております

【下請は、土木一式 2,500 万円以上（税込）、建築一式 5,000 万円以上（税込）】。 

 一式工事でない専門工事を一式工事の工事経歴書に計上している事例が多々見られます

が、当該工事については、本来計上すべき専門工事の欄に計上しなければなりません（当

該専門工事の許可を受けていない場合は、「その他の工事」欄に計上）。 

 

〈解体工事について〉 

 解体工事は、構造物の解体・撤去が目的であり、解体後引き続き新設・改装することも

含めた請負契約は建築一式工事に該当します。また、それぞれの専門工事において建設さ

れる目的物について、それのみを解体する工事は各専門工事に該当します。 

 建築物の構造耐力上主要な部分である壁や柱等を取り壊す工事を伴う場合は解体工事と

なります。 

 アスベストの除去のみを行う場合は、建設工事には該当しませんが、請け負った工事業

種と付随してアスベストの除去を行う場合は、当工事業種へ含めることができます。付随

する工事業種の許可がない場合は「その他」に分類してください。 

例）アスベストが断熱材として使われている建築物の解体工事のうち、断熱材とアスベス

ト除去工事についてのみ請け負った場合、熱絶縁工事の許可があれば、「熱絶縁」に分類

します。熱絶縁の許可がなければ「その他」に分類します。 
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 3 「完成工事高」「元請完成工事高」の欄について 

 経営事項審査を受けようとする業種ごとに、申請する直前の２年、または３年の各営業

年度の完成工事高及び元請完成工事高を記入すること（様式第三号「直前三年の各営業年

度における工事施工金額」を参照）。 

なお、業種ごとや完成工事高・元請完成工事高ごとに、２年平均、３年平均をそれぞれ

選択することはできません。 

 例．計算基準の選択 

   土木一式工事２年平均、建築一式工事３年平均 → × 

   土木一式工事２年平均、建築一式工事２年平均 → ○ 

   完成工事高２年平均、元請完成工事高３年   → × 

   完成工事高３年平均、元請完成工事高３年   → ○ 

 年度報告等における消費税の免税業者の取扱について 

 

 

財務諸表 

 

工事経歴書 

 

直前３年の各事業年度

における工事施工金額 

経審を受審しない建設業者 任意 任意 任意 

経審の受審を希

望する建設業者 

課税業者 税抜 税抜 税抜 

免税業者 税込 税込 税込 

※注記事項「免税事業者につき税込」等を記入すること 

※直前３年の事業年度における工事施工金額（様式第３号）について、課税年度と免税年

度が混在する場合はそれぞれの事業年度ごとに「税込（免税事業者）」「税抜」を記入

すること。 

※建設業許可を新規で取得された方で、建設業許可のない期間の実績についても計上する 

場合は、それぞれの事業年度の納税証明書その１（消費税及び地方消費税の税額入）を

提出する他、申請内容の確認のための提示書類が必要になりますので、事前に問い合わ

せください。 

例）新規設立の場合、1 期、２期は免税になり３期からは基準期間の課税売り上げによる。 

１期 （基準期間） ２期 ３期 

課税売り上げが 1,000 万円を超えている。 ⇒ 課税業者 

課税売り上げが 1,000 万円を超えていない。 ⇒ 免税業者 

【国税庁 HP より抜粋】 

 消費税は、その課税期間に係る基準期間における課税売上高が 1,000 万円以下の事業者

は、納税の義務が免除されます。 
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 この納税の義務が免除される事業者(以下「免税事業者」といいます。)となるか否かを

判定する基準期間における課税売上高とは、個人事業者の場合は原則として前々年の課税

売上高のことをいい、法人の場合は原則として前々事業年度の課税売上高のことをいいま

す。なお、基準期間において免税事業者であった場合には、その基準期間中の課税売上高

には、消費税が含まれていませんから、基準期間における課税売上高を計算するときには

税抜きの処理は行いません。 

 新たに設立された法人については、設立 1期目及び 2期目の基準期間はありませんので、

原則として納税義務が免除されます。 

 しかし、基準期間のない事業年度であってもその事業年度の開始の日における資本金の

額又は出資の金額が、1,000 万円以上である場合や特定新規設立法人に該当する場合は、

納税義務は免除されません（※消費税の免税事業者等に関する詳しい内容をお知りになり

たい方は、管轄の税務署までお問い合わせください）。 

 国土交通大臣が交付する「外国子会社並びに建設業者及び外国子会社についての数値の

認定書」を有する場合は、認定書の数値を種類別完成工事高に合算した額を記入すること。 

  

４ 「完成工事高」「元請完成工事高」の業種間「振替」について  

審査対象建設業が「一式工事業」（土木工事業又は建築工事業）である場合、許可を受

けている建設業のうち一式工事業以外の建設業（審査対象建設業として申出をしている建

設業を除く。）に係る建設工事の年間平均完成工事高を、その内容に応じて当該一式工事業

のいずれかの年間平均完成工事高に含める（振替）ことができます。 

審査対象建設業が一式工事業以外の建設業である場合においては、許可を受けた建設業

のうち一式工事業以外の建設業（審査対象建設業として申出をしている建設業を除く。）に

係る建設工事の完成工事高を、その建設工事の性質に応じて当該一式工事業以外の建設業

に係る建設工事の完成工事高に含める（振替）ことができます。 

〈完成工事高を振り替える場合〉 

申請書余白に「○○（業種名）から振替あり」と記入し、「別記様式第１号工事種類 

別完成工事高付表」を添付すること。 

〈注意事項〉 

・振替先及び振替先の業種には申請対象年において許可及び実績があることが必要です。 

・特定の事業年度のみ振替を行うことはできません。 

・振替を行った業種（振替元）は、経営事項審査を受けることができません。 

（工事内容により振替ができない工事を振替元に残して、又は振替元の完成工事高を０

として振替元の経営事項審査を受けることはできません。） 
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※工事経歴書は、振替前の建設工事の種類ごとに分けて作成してください。 

  専門工事から一式工事へ振り替えする場合は、実際の工事内容を元に、土木工作物の建

設に関連する工事は土木一式に、建築物に関連する工事は建築一式に算入してください。 

振替先 ← 振替元 

 

 

一式 

工事 

 

 土木 

 一式   

とび・土工・コンクリート、石、タイル・れんが・ブロック、鋼構造物、

舗装、しゅんせつ、水道施設工、解体(土木工作物解体工事） 

 建築 

 一式   

 

 大工、左官、とび・土工・コンクリート、屋根、タイル・れんが・ブロ

ック、鋼構造物、板金、ガラス、塗装、防水、内装仕上、建具、解体(建

築物解体工事） 

専門 

工事 

 電気工事  ⇔   電気通信工事 

 管工事    ⇔   消防施設工事、水道施設工事 

 とび・土工・コンクリート工事については、当該工事の内容が土木工作物、または建築

物のいずれかに係る建設工事であるかによって、次のとおり完成工事高を振り替えること

ができます。その際、内容の確認のため、工事経歴書（直１～直２又は直１～直３）を添

付してください。 

   とび・土工・コンクリート工事（例示） 

 

振替先 
←     振替元 

区 分 工 事 内 容 

 

 

 

 

土木一式 

 

 

くい打ち工事 
くい工事、くい打ち工事、場所打ぐい工事、くい抜

き工事 

 

コンクリート工事 

 

コンクリート打設工事、コンクリート圧送工事、 

プレストレストコンクリート構造物工事、テトラポ

ット工事、コンクリートブロック据付け工事、  

法 面 工 事 地すべり防止工事、吹付け工事 

 

土工事・他 

土工事、掘削工事、根切り工事、発破工事、 盛土工

事、石工事、外構工事、はつり工事、土留め工事、

擁壁工事、仮締切り工事 

 

建築一式 

 

と び 工 事 
とび工事、ひき工事、足場等仮設工事、鉄骨組立て

工事、重量物の揚量運搬配置工事、 

 

土木一式 

 

 

道路付属物設置工事 
ガードレール工事、カーブミラー工事、交通標識設

置工事 

土工事・他  フェンス設置工事 
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１件の契約を、２以上の業種に計上できません。 

   大工工事   

 

建築一式工事 × 

大工工事      × 

※振替を行う場合、工事経歴書・上位３件の契約書等は、振替前の実績で作成する必要が

あります（振替元、振替先ともに作成）。  

 

 

工事種類別完成工事高付表 

 申請者 県庁組(株) 

審査対象建設業 左に含める完成工事高 

（審査対象事業年度） 

令和６年７月～令和７年６月 

土木一式工事     90,000 千円 

うち元請     75,000 千円 

 

 

（前審査対象事業年度） 

令和５年７月～令和６年６月 

土木一式工事      75,000 千円 

うち元請      65,000 千円 

 

 

（前々審査対象事業年度） 

令和４年７月～令和５年６月 

土木一式工事     80,000 千円 

うち元請     70,000 千円 

（審査対象事業年度） 

令和６年７月～令和７年６月 

土木一式工事       70,000 千円 

とび・土工・コンクリート工事   20,000 千円 

うち元請 5,000 千円 

 

（前審査対象事業年度） 

令和５年７月～令和 6 年６月 

土木一式工事        60,000 千円 

とび・土工・コンクリート工事  15,000 千円 

うち元請 5,000 千円 

 

（前々審査対象事業年度） 

令和４年７月～令和５年６月 

土木一式工事      70,000 千円 

とび・土工・コンクリート工事   10,000 千円 

うち元請   0 千円  

注） 申請者のうち次の申出をしようとする者については、その申出の額をそのまま審査対

象建設業ごとに記載すること。 

（１）一式工事業に係る建設工事の完成工事高を一式工事業以外の建設業に係る建設工事

の完成工事高に加えて申し出ようとする者 

（２）一式工事業以外の建設業に係る完成工事高についても（１）と同様の方法により計

算して申し出ようとする者 

【記入例】 
別記様式第１号 
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